
嘉
士
惑
う
叉
謬
：
険

並
呼
索
邦
碧
Ⅲ
ト
フ
レ
０
座
譜

名
古
屋
営
業
所
霊
（
皿
）
○
四
四
一

愛昭和４８年１１月３０日〔１〕 第６７号
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静岡店．浜松店・三島店・豊橋店・大井川鉄構工場・飯田店・伊那店・岡谷店。松本店・松本鉄構工場。東京管理本部

ザ

定
例
会
議
需
催
蕊
懸
謹
織

中
部
板
金
ブ
ロ
ッ
ク
協
議
会

次
期
全
国
大
会
の
開
催
に
つ

東
海
北
陸
七
県
の
全
板
連
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
の
定
例
協
議
会
は
十
一
月
十
八
日
午
後
一
時
か
続
き
五
○
年
大
会
を
、
全
板
連

詑
奉
雪
癖
塞
蕊
害
睡
癖
鑑
喋
嬬
韓
評
岬
蟻
蘇
罷
稚
砕
咋
韓
催
詫
小
峰
彰
難
聴
群
鴫
誇
鑑
峠
嬬
涯
熱
逢
識
津
癖
需
肇
始
蛙
に
北

各
県
理
事
長
、
地
元
福
井
県
か
ら
は
沢
崎
理
事
長
、
臼
井
専
務
理
事
初
め
執
行
部
役
員
五
名
、
海
道
よ
り
正
式
に
辞
退
の
申
出

本
督
か
ら
は
柴
田
理
事
長
栗
田
副
事
長
が
出
席
し
た
．

蝋
椴
蝋
瀬
鵬
澱
《
撫
識
難
燕
鮒
鱒
熱
縦
撚
脚
郷
灘
轍
鮒
洲
離
郷
一

口
講
読
筆
筆
睦
確
諏
峰
奉
屋
根
妙
匠
詠
匿
華
唾
塞
謹
嬬
一
雷
都
越
石
峠
搾
醍
燭
北
誰
儲
錐
輝
醍
需
決
鐸
札
珪
浄
林
氏
よ
り
全
板
の

ハ
、
、
全
国
大
会
要
望
事
項
の
検
通
産
省
の
四
八
年
度
住
宅
産
産
。
富
山
か
ら
は
板
金
健
保
に
賦
課
金
改
正
に
つ
い
て
発
言
あ

業
品
質
向
上
講
習
会
の
、
金
属
厚
生
年
金
の
取
扱
い
。
り
、
一
○
月
九
日
の
全
板
理
事

一
一
、
次
期
大
会
の
開
催
に
つ
い
屋
根
部
門
講
習
ば
中
部
プ
ロ
ッ
材
料
店
と
の
密
接
な
連
絡
を
会
及
び
委
員
会
に
於
て
、
職
員

の
各
項
に
亘
っ
て
熱
心
な
討
議
富
山
で
開
催
さ
れ
、
今
後
は
毎
売
店
、
大
資
本
専
門
施
工
業
社
人
一
年
分
四
○
○
円
を
四
五
○

年
度
実
施
の
予
定
な
の
で
、
各
等
の
板
金
工
事
施
工
に
対
す
る
円
に
値
上
げ
す
る
と
の
総
務
委

カ
ラ
ー
鉄
板
に
関
し
て
は
、
地
鍾
割
当
出
席
は
変
更
と
な
り
中
小
板
金
業
者
の
対
策
検
討
、
員
会
の
提
案
を
承
認
し
た
旨
を

第
二
回
以
降
の
放
出
に
つ
い
て
受
講
者
は
会
場
県
中
心
に
募
集
訓
練
校
の
補
助
金
増
額
ご
筆
告
、
四
九
年
度
よ
り
実
施
す

の
見
通
し
は
た
た
ず
、
放
出
の
す
る
こ
と
に
な
っ
た
９
最
後
に
三
重
よ
り
は
材
料
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

あ
っ
た
場
合
、
全
板
連
事
業
委
続
い
て
来
る
四
九
年
一
一
月
開
手
、
価
格
の
安
定
、
議
員
懇
談
引
続
い
て
そ
の
他
の
件
と
し

員
会
で
取
扱
い
を
稜
討
す
る
こ
催
の
全
板
連
南
九
州
大
会
の
要
会
の
開
催
、
行
政
指
導
等
の
要
て
、
板
金
国
保
の
件
に
入
り
、

謹
馨
蕊
一
銭
織
蕊
鰐
悪
簾
蕊
雛
鵠
講
》

Ｌ二600-９－１
－

喝

梱

卑
阻

ＷＫ－５００
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小牧工場完成〃
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板

迦
圭

鉄
骨
建
築
に
．
：

u宅

姓

AＶ

予
卸
ユ

篭

受
診
率
、
一
件
当
り
及
び
一
人
一

当
り
負
担
額
等
の
一
覧
表
を
示

さ
れ
、
そ
の
説
明
が
あ
っ
た
。

四
八
年
四
月
よ
り
八
月
迄
の

五
ヶ
月
で
、
全
国
被
保
険
者
一
一

六
、
三
五
六
人
の
う
ち
、
給
付

件
数
一
四
、
○
九
五
で
受
診
率

は
五
三
・
五
％
、
負
担
額
六
千

万
円
余
で
一
件
当
り
四
、
三
二

七
円
と
な
り
、
一
人
当
り
一
一
、

三
一
四
円
と
な
る
》
現
在
の
保

険
料
は
基
準
と
し
て
事
業
主
と

家
族
一
一
人
計
三
人
で
一
ケ
月

四
、
三
○
○
円
、
一
人
平
均

一
、
四
○
○
円
で
あ
り
、
一
人

当
り
の
負
担
額
二
、
・
三
一
四
円

と
比
較
し
て
、
保
険
料
の
値
上

げ
は
必
須
で
あ
り
、
本
年
度
は

大
体
現
在
の
保
険
料
で
可
能
で

も
、
来
年
度
の
保
険
料
値
上
げ

は
避
け
ら
れ
な
い
状
態
に
あ

る
当
受
診
率
を
下
げ
る
か
、
保

険
料
を
上
げ
る
か
予
じ
め
考
慮

あ
り
た
い
と
の
注
目
す
べ
き
発

言
が
あ
っ
た
。

最
後
に
次
回
中
部
ブ
ロ
ッ
〃

協
議
会
開
催
地
に
つ
い
て
協
議

の
結
果
、
石
川
県
の
当
番
と
な

り
、
三
月
下
旬
石
川
県
和
倉
に

於
て
開
催
と
決
定
、
以
上
で
協

議
の
総
て
を
終
り
、
衣
服
を
替

え
て
入
浴
、
懇
親
の
宴
に
移
り

一
翌
朝
解
散
し
た
。

ｒ
卜
。
恥

■亘

害

AＶ制吊緋
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て
メ
ー
カ
ー
は
残
念
乍
ら
今
山
並
み
を
経
て
海
岸
線
を
走
の
記
事
に
、
、
同
じ
よ
う
な
こ

回
主
催
の
社
の
も
の
が
少
な
ろ
。
車
の
両
側
に
見
ら
れ
る
と
を
書
い
た
。
そ
の
文
中
に

く
、
乳
白
色
に
特
徴
の
あ
る
家
々
の
た
た
ず
ま
い
は
、
漁
一
一
十
年
程
以
前
の
、
佐
渡
の

他
社
の
も
の
が
多
い
。
場
特
有
の
も
の
は
少
な
く
、
こ
と
も
引
用
し
た
こ
と
も
あ

都
市
の
場
合
、
板
金
業
者
一
般
民
家
風
が
多
い
。
る
が
、
ト
イ
の
無
い
又
は
破

も
多
く
、
従
っ
て
塩
ビ
雨
ト
そ
こ
で
先
づ
気
の
付
く
軒
損
し
た
ま
ま
掛
け
変
え
て
な

イ
も
夫
女
の
販
売
店
か
ら
雛
先
の
ト
イ
で
あ
る
が
、
新
ら
い
の
は
、
潮
風
の
強
い
沿
海

入
す
る
の
で
、
種
点
の
銘
柄
し
い
家
、
営
業
関
係
の
建
物
地
方
で
は
掛
け
て
も
直
き
腐

に
な
る
が
、
田
舎
へ
行
く
と
又
は
格
澗
の
高
い
家
は
勿
っ
て
し
ま
う
と
の
観
念
が
、

そ
う
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

ト
イ
が
回
国
に
つ
ノ
、
う
か
。同

じ
よ
う
な
こ
と
は
公
害

商
売
意
識
関
係
の
石
独
化
学
、
製
紙
工

場
地
帯
で
も
い
え
る
。

板
金
店
も
少
な
く
、
且
販
売
論
、
相
当
の
家
に
は
境
ピ
の
然
し
塩
ビ
雨
ト
イ
は
そ
れ

愛 〔２〕昭和４８年１１月３０日第６７号

州
八
月
号
に
隠
岐
の
島
の
模
犠
さ
か
ら
の
執
筆
で
あ
る
。
一

！
；
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
Ｉ

』

板

念 蕊水縛錨亙所
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九
月
二
十
五
日
の
理
事
会
に

於
て
決
議
さ
れ
た
板
金
会
館
の

出
資
金
拠
出
に
つ
い
て
の
報
奨

制
に
よ
る
納
金
は
十
月
末
現
在

左
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
の
入
金
は
徐
々
に
増

す
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
拠
出

金
を
以
て
土
地
疏
入
も
愈
々
実

行
の
段
階
に
入
り
ま
し
た
．
〕
報

奨
制
に
示
す
通
り
有
利
な
条
件

の
も
と
に
早
期
拠
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

千
種

~マーーーー”

か つ烏き取店
うて 羽伊ら扱が
。志に良いうよ

鳥摩着湖が 商 り
羽半きかあ品少
の島、らるがな
街の又う。一い
を浜バエ辺関
は 島スリ倒係
ずにIこ１すか
れむ乗でるら

八可も卜ど卜
月ち成のイもイ
ー号よりやが、が
!こう目、腐昔か
隠どに 卜 れ か か
岐三とイ から つ
の月まのかのて

島前つ無 つト い
の、た い て タ た

模本画 家 あ ン け
犠紙がるのれ

さく上工から
かト商のす、に
らイ売 Ｐ る 販 強
のの柄Ｒ板売い
執無、も金店･
筆い旅必店か塩
でこし要か又ビ
あとてでのはメ
る の目ｉちよ直１
．淋にろり接力

しつう以施１

ｕ 一 一 一 竺 今 一マーョムーマー～型▲毎一

で
旅
行
し
た
。

観
光
バ
ス
に
ゆ
ら
れ
乍
ら

走
る
渥
美
半
島
は
、
一
面
白

菜
と
大
根
と
花
畑
の
連
続
で

あ
る
。
田
原
か
ら
赤
羽
根
に

か
け
て
バ
ス
の
窓
に
う
つ
る

道
路
添
い
の
家
屋
、
先
づ
目

に
つ
く
の
は
鉄
板
屋
根
と
軒

ト
イ
で
あ
っ
た
。
特
に
今
回

の
旅
が
境
ピ
関
係
で
あ
っ
た

故
か
、
ト
イ
に
関
心
が
持
た

れ
た
。通

り
過
ぎ
て
伊
良
湖
に
着

く
ま
で
、
目
に
し
た
の
は
白

と
茶
の
二
・
色
で
、
グ
レ
ー
は

ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
そ
し

板
金
会
館
建
設
資
金

出
資
入
金
状
況

今
月
中
旬
、

塩
ビ
○
社
の
招

待
で
、
伊
良
湖

か
ら
志
摩
へ
、

バ
ス
ー
船
ｌ
バ

ス
と
乗
り
継
い

（
宮
理
聡
嘩
）
醒
恥
○
円
一

（
村
上
章
）
完
納

乗
訓
棟
協
会
、
愛
知
県
職
業
訓

棟
法
人
連
合
会
の
共
催
で
そ
の

一
一
十
三
回
大
会
を
十
一
月
十
一
一
一

日
午
前
十
時
よ
り
、
愛
知
県
勤

労
会
館
に
於
て
開
催
さ
れ
た
。

大
会
は
主
催
者
代
表
桑
原
愛

知
県
知
事
の
挨
拶
、
来
賓
労
働

大
臣
代
理
、
愛
知
県
議
会
議

長
、
名
古
屋
市
長
よ
り
の
祝
辞

が
あ
っ
て
第
一
部
の
表
彰
に
入

り
、
労
働
大
臣
惑
謝
夫
二
十
八

人
、
愛
知
県
知
事
表
彰
一
一
十
四

人
、
中
部
職
業
訓
練
協
会
長
表

彰
百
四
十
四
人
、
愛
知
県
職
業

訓
練
法
人
連
合
会
長
（
柴
田
本

狙
合
理
事
長
）
表
影
二
百
一
一
十

四
人
が
夫
令
優
良
指
導
員
、

優
良
勤
務
者
等
と
し
て
表
彰
さ

れ
た
。続

い
て
第
二
部
、
音
楽
家
神

岸
善
行
氏
の
講
演
、
第
三
部
ハ

ー
モ
ニ
カ
演
奏
、
映
画
の
ア
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
午
後
三
時

閉
会
し
た
。

板
金
関
係
の
受
賞
者
は
次
の

皆
さ
ん
で
あ
る
。
（
敬
称
略
）

◎
戟
業
訓
練
功
労
者
に
対
す
る

労
働
大
臣
感
謝
状

愛
知
県
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

井
沢
市
之
助

加
藤
一
夫

東
三
坂
金
職
鴬
訓
練
運
営
会

淵
｛
伝
、
評
皿
評
剛
一
雪
・
無
肇
癖
誇
訓
鐸
斌
卦
榊
鍔
・
琴
球
：

瀬
戸
（
大
山
辰
夫
）

，
．
。
。
α
’
。
。
。
可
。
。
。
，
．
．
。
・
・
０
。
。
。
’
。
。
。
．
‐
・
”
〃
。
●
。
。
。
‐
。
。
。
ヴ
。
。
。
，
●
．
：
や
。
：
。
心
画
。
α
ｐ
℃
。
。
Ⅱ
。
。
●
’
。
。
－

西
（
小
出
バ
ケ
ツ
製
作
所
）
・

三
六
、
○
○
○
円
一
ト
ー
剛
十
三
Ⅱ
勤
労
会
館
に
於
て

知
多
（
苛
木
四
郎
）
原
田

一
一
四
、
Ｏ
○
○
円
Ｊ
鑑
》
》
岬
》
》
》
笥
哨
権
》
》
｜
◎
癖
華
詞
需
関
係
永
年
勤

南
、
熱
田
（
畑
中
収
二
）
完
納

一
、
五
四
八
、
○
○
○
円

緑
（
鈴
正
工
業
）
完
納

八
二
八
、
○
○
○
円

犬
山
（
宮
田
金
推
）
完
納

一
西
春
（
山
田
栄
）
完
納
瀬
戸
（
大
山
辰
夫
）

九
○
○
、
○
○
○
円
一
七
七
、
○
○
○
円
一

家
資
金

七
西
四
、
○
○
○
円
一
九
六
、
○
○
○
円
一

人
金
状
況
一
瑞
穂
一
石
浜
末
吉
）
完
納
西
（
小
出
バ
ケ
ツ
製
維
所
）

八
六
四
、
○
○
○
円
三
六
、
○
○
○
円

十
月
三
十
一
日
現
在
入
金
溌
態
一
宮
（
樽
井
神
夫
）
知
多
（
苛
木
四
郎
）

東
北
（
日
比
野
定
雄
）
完
納
一
一
六
八
、
○
○
○
円
一
一
四
、
Ｏ
○
○
円

一
一
、
一
一
一
一
二
、
○
○
○
円
昭
和
（
長
山
清
春
）

中
（
長
谷
川
高
次
）
完
納
一

七
九
一
一
、
○
○
○
円
一

加

優
良
職
業
訓
練
指
導
員

愛
知
県
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

伊
藤
安
夫

伊
藤
昭
作

長
谷
川
信
俊

近
藤
朗

藤
井
義
勝

野
女
山
良
平

池
尾
利
一

東
三
板
金
職
業
訓
練
運
営
会

剥
名
弘
道

鈴
木
謡
保

赤
川
童

五
ケ
年
優
良
勤
続
者

愛
知
県
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

横
井
載
典

神
谷
昇

牧
田
章

高
山
金
夫

花
井
和
信

花
井
正
恵

一
一
利

信
行

和
安

卒
隆

稀
規

川
合
久
種

◎
愛
知
県
職
業
訓
練
法
人
連
合

会
長
表
彰

入

瀬
戸
市
今
池
町
八
八

西
誉
日
井
郡
師
勝
町
大
字
熊
之
庄
五
二
西
九

稲
沢
市
下
津
町
西
下
町

津
島
町
塊
原
町
字
屋
敷
一
六
九

Ｉ
ｉ
ｉ
Ｉ

佐
藤

松
永

森
部

平
野

原
田
忠
治

◎
職
業
訓
練
関
係
永
年
勤
続
者

知
事
表
彰

愛
知
県
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

石
浜
末
吉

清
水
正

◎
愛
知
県
職
業
訓
練
法
人
連
合

会
長
感
謝
状

愛
知
県
板
金
高
等
職
業
訓
練
校

長
谷
川
高
次
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以
上
で
、
現
在
現
役
で
活
躍
し

て
い
る
技
能
功
労
者
二
三
九
人

が
、
表
彰
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
、
十
一
月
一
一
十
三
日
の
勤
労

感
謝
の
日
に
、
中
〆
役
所
ホ
ー

ル
に
於
て
そ
の
表
彰
式
が
挙
行

さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
板
金
工
と

し
て
表
彰
さ
れ
た
の
は
左
記
九

氏
で
あ
っ
た
。

中
厘
押
元
町
加
藤
庄
太
郎

千
種
区
内
山
町
伊
藤
謙
一

東
区
豊
前
町
小
島
静
雄

中
川
区
松
年
町
朝
日
松
信

瑞
穂
区
亀
城
町
鈴
木
民
蔵

昭
和
区
天
白
町
春
日
井
豊
次

緑
区
鳴
海
町
久
納
憲

熱
田
区
中
起
町
前
田
義
雄

北
区
八
坪
町
日
比
野
定
雄

敬
称
略
（
年
令
順
）

愛
知
県
で
は
産
業
の
各
部
門

で
、
優
秀
な
技
術
を
身
に
つ
け

技
能
水
準
の
向
上
に
寄
与
し
た

優
秀
技
能
者
五
○
人
の
表
彰
が

あ
り
、
本
組
か
ら
は
左
記
三
氏

が
、
一
級
技
能
検
定
に
合
格
、

作
業
の
改
善
、
生
産
性
の
向
上

に
尽
し
た
も
の
と
し
て
表
彰
さ

れ
た
。表

彰
は
十
一
月
二
十
七
日
県

庁
に
於
て
行
な
わ
れ
る
。

名
古
屋
市
南
区
南
陽
通
一

伊
藤
新
蔵
氏

名
古
屋
市
昭
和
区
御
器
所
町
四

荒
川
栄
造
氏

豊
橋
市
池
見
町
七
六

朝
倉
幸
一
氏

又
名
古
屋
市
に
於
て
は
、
職

歴
三
○
年
以
上
、
年
令
六
○
才

従
来
、
出
勤
退
勤
に
つ
い
て

の
定
義
は
、
事
業
主
の
提
供
し

た
専
用
の
交
通
機
関
を
利
用
し

て
い
る
場
合
か
、
通
勤
途
上
で

何
ら
か
の
用
務
を
行
な
う
場
合

に
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は

業
務
遂
行
性
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、
他
は
「
事
業

主
の
支
配
下
に
あ
る
と
は
い
え

な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
業
務

遂
行
性
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
労
災
保
険
法
の
一
部

密
遡
轟
程
録
優
秀
技
能
表
彰

愛
知
県
と
名
古
屋
市
の
受
賞
者

通
勤
災
害
保
護
制
度
の
施
行
決
る

労
災
保
除
改
正
法
十
二
月
Ⅳ
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災
害
。

一
、
通
勤
途
中
の
公
園
等
で
少

し
の
間
休
憩
す
る
場
合
認
グ
バ

コ
や
雑
誌
を
買
っ
た
り
、
お
茶

や
ビ
ー
ル
等
を
飲
ん
だ
等
の
場

合
は
通
勤
の
中
断
と
は
み
な
さ

な
い
。
帰
路
で
食
料
や
日
用
品

を
買
っ
た
り
、
途
中
で
病
院
な

ど
で
治
療
を
受
け
た
り
、
選
挙

の
投
票
に
寄
る
場
合
も
同
じ
扱

い
で
そ
の
と
き
に
災
害
に
逢
う

場
合
等
．

以
上
の
よ
う
な
場
合
の
災
害

は
労
災
の
適
要
が
受
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

然
し
こ
の
様
に
適
用
範
囲
が

広
く
な
っ
た
反
面
、
適
用
し
な

い
も
の
も
た
く
さ
ん
有
り
ま
す

か
ら
よ
く
注
意
し
て
下
さ
い
。

法
十
二
月
以
降
適
用

が
改
正
さ
れ
て
、
昭
和
四
十
八

年
十
二
月
か
ら
は
、
通
勤
（
出

勤
退
勤
）
途
上
の
災
害
に
つ
い

て
は
、
業
務
遂
行
上
の
有
無
を

問
わ
ず
、
保
険
給
付
の
対
象
と

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
労
働
者
が
出
勤
退
勤

の
た
め
、
そ
の
地
域
の
交
通
事

情
等
か
ら
み
て
、
社
会
通
念
上

合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
経
路
及

び
手
段
に
よ
り
、
適
当
と
認
め

ら
れ
る
時
間
内
に
往
復
す
る
行

蕊武豊屋商店
電躍半田（２１）5351代
半田市栄町４－１６６

…

後
記

秋
も
め
っ
き
り
深
く
な
り
、

今
日
（
二
十
日
）
初
雪
を
み

た
９
歳
と
っ
た
ゆ
え
か
一
年
の

経
つ
の
が
早
く
感
じ
る
。
今
年

は
本
号
が
終
り
。
十
一
一
月
に
入

る
と
新
年
号
の
編
壊
に
入
る
。

ま
だ
こ
の
間
一
月
号
を
ま
と
め

た
ば
か
り
だ
と
思
う
の
に
ま
た

年
の
瀬
が
近
づ
く
こ
と
に
な
っ

た
。

本
年
は
事
務
職
員
の
失
綜
。

板
金
会
館
建
設
の
足
踏
み
、
又

は
竹
内
常
務
理
事
の
死
去
、
鳥

居
常
務
理
事
の
病
気
等
々
、
良

い
こ
と
の
な
か
っ
た
歳
で
あ
っ

た
。
だ
が
然
し
明
る
い
き
ざ
し

も
無
く
は
な
い
。
振
金
会
館
の

建
設
に
つ
い
て
も
、
理
事
会
で

報
奨
制
に
よ
る
早
期
拠
出
の
目

度
も
つ
い
た
。
既
に
一
千
万
円

程
の
入
金
も
あ
る
。
来
る
年
こ

そ
希
望
の
持
て
る
も
の
の
多
い

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

夏
の
異
常
早
越
で
水
の
な
い

こ
と
か
ら
の
カ
ラ
ー
鉄
板
の
不

足
、
出
光
興
産
の
事
故
で
塩
ビ

の
不
足
、
石
油
の
制
限
で
電
力

や
機
動
力
の
カ
ッ
ト
等
冬
生

産
経
済
の
動
き
は
組
合
内
部
の

些
細
な
出
来
ご
と
以
上
に
大
き

く
且
暗
い
。

今
迄
安
穏
無
事
な
営
業
と
生

活
の
出
来
た
板
金
業
界
に
も
、

旋
風
が
吹
か
ぬ
と
は
保
証
出
来

な
い
・
・
来
る
べ
き
時
の
流
れ
を

直
視
し
て
負
け
な
い
よ
う
に
頑

張
っ
て
新
ら
し
い
年
を
迎
え
て

下
さ
い
。
で
は
今
年
は
さ
よ
う

な
ら
。

為
と
晴
談
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
経
路
か
ら
は
ず
れ
、

又
は
往
復
行
為
の
中
断
が
あ
っ

た
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。

然
し
な
が
ら
そ
れ
が
日
常
生

活
上
必
要
な
行
為
（
日
用
品
の

眺
入
等
）
で
あ
っ
て
、
や
む
を

得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
間
の
災
害
に

つ
い
て
補
償
の
対
償
に
な
り
ま

す
。

以
下
は
そ
の
あ
ら
ま
し
で
あ

り
ま
す
９

－
、
通
勤
途
中
で
自
動
車
に
は

ね
ら
れ
る
。

一
、
電
車
等
が
急
停
車
し
た
た

め
に
け
が
を
す
る
。

一
、
高
い
処
か
ら
落
ち
て
来
た

も
の
で
け
が
を
す
る
。

一
、
事
業
主
か
ら
の
命
令
で
物

を
届
け
に
行
く
と
き
、
出
勤
並

承
に
さ
れ
る
よ
う
な
会
社
の
行

事
等
の
途
中
の
災
害

一
、
命
令
に
よ
っ
て
接
待
し
た

り
、
得
意
先
と
の
打
合
せ
に
出

席
す
る
と
き
、
遅
刻
や
ラ
ッ
シ

ュ
を
避
け
る
た
め
の
定
時
外
の

出
勤
、
早
退
し
て
の
帰
宅
途

中
、
仕
事
終
了
後
、
事
業
所
内

で
囲
碁
、
将
摸
、
マ
ー
ジ
ャ
ン

等
を
す
る
場
合
で
も
、
社
会
通

念
上
、
非
常
識
と
思
わ
れ
な
い

も
の
等

一
、
就
業
の
必
要
か
ら
自
宅
以

外
の
下
宿
等
か
ら
の
出
勤
、
残

業
や
早
出
、
交
通
ス
ト
や
非
常

気
候
等
で
一
時
的
に
移
し
た
処

か
ら
の
出
勤
、
普
通
通
勤
経
路

以
外
で
も
グ
ク
シ
ー
等
で
常
識

的
な
通
路
で
の
出
勤
等
の
際
の



っ
て
そ
こ
に
は
必
然
的
に
、
労

働
者
保
護
に
対
す
る
事
業
主
と

し
て
の
責
任
が
明
確
化
さ
れ
、

労
働
基
準
法
第
八
章
は
ま
さ
に

業
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に

か
か
っ
た
労
働
者
に
つ
い
て
、

一
定
の
補
償
を
な
す
べ
き
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
事
業
主
責
任
で
あ
っ

て
、
免
れ
得
な
い
法
律
で
あ
り

ま
す
．
》

然
し
な
が
ら
こ
の
法
律
上
の

責
任
は
、
中
小
企
業
者
の
み
で

な
く
、
大
企
業
に
於
て
も
過
重

で
あ
っ
て
、
災
害
発
生
に
よ
っ
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錐
嬬
画
潮
畷
喧
》
確
評
確
需
麺
一
は
鐸
坤
雅
長
諦
岬
難
癖
識
霊
舞
一
稚
調
準
“
』
謎
麺
鍛
錬
唾
球
疏

定
な
状
態
を
保
護
し
よ
う
と
し
一
盤
と
し
て
い
る
こ
と
も
認
識
し
く
こ
と
を
特
に
お
願
い
す
る
次

－
１

労
働
保
険
制
度
は
、
昭
和
四

十
七
年
四
月
一
日
「
労
働
保
険

の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る

法
律
‐
一
に
よ
り
施
行
さ
れ
、
一

年
半
を
経
過
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
労
働
者
災
害
補
償
保

険
法
（
昭
和
一
一
十
一
一
年
施
行
）

と
、
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十

二
年
施
行
）
を
一
部
改
正
し
、

当
然
適
用
事
業
場
の
拡
大
と
、

両
保
険
料
を
一
元
化
し
て
、
事

務
の
簡
素
化
と
保
険
料
徴
収
業

務
を
、
効
率
的
に
行
う
こ
と
に

し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

・
労
働
者
の
業
務
上
の
事
由
に

よ
る
負
傷
迅
疾
病
、
死
亡
及
び

労
働
者
の
失
業
に
よ
る
生
活
の

安
定
等
を
目
的
と
し
た
こ
の
法

律
は
、
従
来
労
災
保
険
と
、
失

業
保
険
と
別
交
に
取
扱
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
同
じ
勤
労
者
福

祉
の
保
険
制
度
で
あ
り
な
が
ら

中
小
事
業
場
に
お
い
て
は
、
労

災
保
険
だ
け
又
は
、
失
業
保
険

だ
け
と
、
一
方
が
欠
け
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
り
ま
し
た
。

業
務
上
・
の
災
害
を
被
っ
た
労

働
者
が
必
要
な
補
償
を
確
保
さ

れ
、
失
業
し
た
労
働
者
が
そ
の

生
活
の
保
障
を
得
る
こ
と
は
〉

何
と
い
っ
て
も
自
己
の
労
働
力

を
売
る
以
外
に
、
そ
の
生
活
の

手
段
を
持
た
な
い
働
く
人
達
の

福
祉
の
最
底
必
要
条
件
と
し
、

政
府
は
労
働
保
険
適
用
拡
大
を

◎
労
働
保
険
制
度
に
つ
い
て

認
識
し
て
頂
き
た
い
こ
と

Ｄ型屋上 固定式ベンチレーター
、創綴蕊へ

屋上換気扇Ｋ型

強
く
事
業
主
等
に
要
請
し
て
い

ま
す
し
又
各
事
業
者
団
体
等
に

も
強
く
適
用
拡
大
を
せ
ま
り
、

指
導
を
強
め
て
い
ま
す
勤

本
組
合
に
於
て
も
去
る
十
月

三
十
一
日
、
県
の
調
価
蚕
官
に
よ

り
監
査
の
あ
っ
た
際
、
板
金
工

業
組
合
に
お
け
る
失
業
保
険
の

適
用
拡
大
一
元
化
に
つ
い
て
、

指
導
を
う
け
た
の
で
あ
り
ま
す

現
在
板
金
業
種
に
お
け
る
雇

用
問
題
等
、
失
業
保
険
に
つ
い

て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
現
実
的
に
労
働

保
険
が
一
元
化
さ
れ
、
制
度
運

筆
繰
諦
唾
》
唖
在
卦
塞
哩
蛙
讃
一
鐸
需
嬉
詫
鋳
討
癖
詞
舞
・
卦
二
・
率
幅

を
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
と
思

わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
労
働
保
険
制
度
に
つ

い
て
、
組
合
員
各
自
が
認
識
を

改
め
、
理
解
し
て
そ
の
方
向
へ

と
進
ん
で
頂
く
必
要
が
あ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
轡

法
律
の
問
題
で
む
つ
か
し
い

固
い
内
容
で
読
み
づ
ら
い
と
は

存
じ
ま
す
が
次
を
よ
く
目
を
通

し
て
下
さ
い
。

労
働
基
準
法
は
労
働
保
護
法

場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ

は
決
し
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
言
い
か
え
る
と
憲
法
第
一
一

十
五
条
に
規
定
す
る
「
す
べ
て

の
国
民
は
健
康
で
文
化
的
な
最

底
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を

有
す
る
」
の
如
く
保
障
さ
れ
て

い
る
以
上
、
事
業
存
続
な
ど
経

済
的
理
由
と
は
ま
っ
た
く
関
係

な
く
、
一
定
の
補
償
を
す
る
義

務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
国
が
相
互
に
扶
助
し

合
っ
て
、
補
償
を
無
欠
の
も
の

で
鉦
酬
鐸
唾
か
Ⅶ
裂
侭
関
婦
些
鱈
す
る
た
鋤
回
規
毒
巻
加
た
り

残
存
す
る
封
建
的
遺
制
の
一
掃
一
が
、
労
働
保
険
法
で
あ
り
ま
す

で
あ
り
、
労
使
の
使
用
従
属
の
｜
こ
れ
は
民
間
の
保
障
制
度
と

て
い
る
法
律
で
あ
り
ま
す
。
従
て
、
曽
働
保
険
に
対
す
る
考
え
第
で
あ
り
ま
す
。

鐸
鉾
垂
一
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を
、
再
確
認
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
、現

在
当
組
合
の
労
働
保
険
適

用
件
数
は
、
全
部
で
一
一
四
五
件

（
十
月
三
十
一
日
現
在
）
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
内
、
一
元
化

の
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
一
○

件
で
、
決
し
て
一
元
化
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
に
あ

り
ま
す
。

本
組
合
の
組
合
員
が
当
然
適

用
事
業
で
あ
る
点
に
つ
い
て
、

当
然
適
用
事
業
と
は
、
事
業
が

行
な
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
法

律
上
当
然
に
労
災
保
険
ま
た
は

失
業
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立

す
る
事
業
を
い
い
ま
す
。

板
金
業
の
場
合
は
、
屋
内
板

金
、
屋
外
板
金
に
か
か
わ
ら
ず

。
③
己
。
○

常
時
労
働
者
を
使
用
す
る
も
の

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
（
失
業

保
険
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保

険
の
一
部
法
律
改
正
に
と
も
な

う
関
係
…
…
…
法
令
整
備
に
関

す
る
法
令
第
十
七
条
・
…
・
…
．

又
労
働
基
準
法
第
八
章
の
災

害
保
償
に
は
第
七
五
条
に
、
労

働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
又
は

疾
病
に
か
か
っ
た
場
合
渥
お
い

て
は
、
使
用
者
は
、
そ
の
費
用

で
必
要
な
療
養
を
行
い
、
又
は

必
要
な
療
養
の
費
用
を
負
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ど
の
法
律
が
七
五
条
か
ら

八
一
一
条
ま
で
あ
り
、
使
用
者
の

責
任
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い

宣
す
。
以
上
の
よ
う
に
労
勤
保

険
制
度
は
、
こ
の
責
任
を
代
行
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